
　
最
近
、
金
融
機
関
の
窓
口
や

携
帯
電
話
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
新
規
契
約
な
ど
で
本
人
が

確
認
で
き
る
書
類
の
提
出
を
求

め
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

　
市
で
は
、
安
全
性
に
優
れ
た

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
「
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
写
真
付
き
・
写
真
な

し
）
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
中
で
も
「
写
真
付
き
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」
は
、
運

転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

と
同
様
に
、
公
的
な
身
分
証
明

書
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
（
カ

ー
ド
の
有
効
期
限
は
10
年
）
。

　
特
に
高
齢
な
ど
を
理
由
に
運

転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
人

の
身
分
証
明
書
と
し
て
有
効
で

す
。

　
ま
た
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
に
は
電
子
申
請
な
ど
に
必
要

な
電
子
証
明
書
（
別
途
、
手
数

料
５
０
０
円
が
必
要
）
も
保
存

で
き
、
そ
の
機
能
を
利
用
し
て

所
得
税
の
確
定
申
告
を
ｅ
ー
Ｔ

ａ
ｘ
で
行
う
と
、
所
得
税
の
特

別
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

交
付
申
請
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
写
真
１
枚
（
６
カ
月
以
内
に

　
撮
影
し
た
、
正
面
向
き
、
無

　
帽
、
無
背
景
の
縦
４
・
５
　

　
×
横
３
・
５
　
）

※
写
真
な
し
住
民
基
本
台
帳
カ

　
ー
ド
の
場
合
は
不
用

・
手
数
料
　
５
０
０
円

・
本
人
が
確
認
で
き
る
書
類（
運

　
転
免
許
証
、
保
険
証
な
ど
）

※
申
請
時
に
、
本
人
が
確
認
で

　
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、

　
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）
が
な
い

　
場
合
や
代
理
人
に
よ
る
申
請

　
の
場
合
は
即
日
交
付
で
き
ま

　
せ
ん

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
市
民
窓

口
班
（
☎
内
線
１
８
１
）
ま
た

は
有
明
支
所
（
☎
内
線
５
０
２
）

コ
イ
を
川
や
池
に
放
さ
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
コ
イ

ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
は
、
人
や

コ
イ
以
外
の
魚
に
は
感
染
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
県
南
水
産
業
普
及

指
導
セ
ン
タ
ー
（
☎
　
０
４
８
７
）

ま
た
は
農
林
水
産
グ
ル
ー
プ
耕
地

水
産
班
（
☎
内
線
５
５
６
）
へ
。

　
４
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
度
の

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を

公
開
し
て
い
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間
　
５
月
31
日
（月）
ま
で

　
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で

※
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
は
除

　
く

▼
縦
覧
場
所
　
税
務
グ
ル
ー
プ
固

　
定
資
産
税
班
窓
口

▼
縦
覧
で
き
る
人
　
市
内
に
土
地

　
ま
た
は
家
屋
を
所
有
す
る
人

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
税
務
グ
ル
ー

　
プ
固
定
資
産
税
班
（
☎
内
線
１

　
７
３
）

　
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
団
体
活
動
中

の
万
一
の
事
故
に
備
え
て
、
ス
ポ

ー
ツ
安
全
保
険
へ
の
加
入
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
対
象
団
体
　
ス
ポ
ー
ツ
活
動
や

　
文
化
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

　
動
、
地
域
活
動
な
ど
を
行
う
５

　
人
以
上
の
団
体

▼
保
険
期
間
　
加
入
手
続
き
日
の

　
翌
日
か
ら
平
成
23
年
３
月
31
日

　
ま
で

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
文
化
・
ス
ポ

　
ー
ツ
振
興
グ
ル
ー
プ
ス
ポ
ー
ツ

　
振
興
班
（
☎
内
線
６
６
２
）

　
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
解

雇
、
倒
産
な
ど
が
原
因
で
離
職
し

た
人
（
特
定
受
給
資
格
者
ま
た
は

特
定
理
由
離
職
者
）
は
、
減
免
申

告
書
の
提
出
に
よ
り
、
最
長
で
２

年
間
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
保
険
・
健
康
増
進

グ
ル
ー
プ
保
険
班
（
☎
内
線
２
３

１
）
ま
た
は
税
務
グ
ル
ー
プ
市
民

税
班
（
☎
内
線
１
７
６
）
へ
。

　
体
や
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
人

の
通
学
や
通
院
、
通
所
、
仕
事
の

た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
で
、

次
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
申
請
す
る
と
軽
自
動
車

税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
の
軽
自
動
車

・
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
り
、

　
歩
く
こ
と
が
困
難
な
人
が
所
有

　
す
る
車

・
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
る
人

　
と
生
計
を
同
一
に
す
る
人
が
所

　
有
す
る
車
の
う
ち
、
送
迎
と
し

　
て
利
用
す
る
車

・
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
る
人

　
が
利
用
す
る
た
め
の
構
造
に
な

　
っ
て
い
る
車

▼
申
請
方
法
　
軽
自
動
車
税
納
税

　
通
知
書
、
身
体
障
害
者
手
帳
、

　
運
転
免
許
証
、
印
鑑
な
ど
を
持

　
参
し
、
減
免
申
請
書
を
５
月
21

　
日
（金）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

　
い

※
減
免
は
１
台
限
り
で
す

※
障
が
い
の
程
度
に
よ
っ
て
減
免

800円

1,500円4,000円2,000万円
（3,000万円）

2,000万円
（3,000万円）

600万円
（900万円）

1,500円

掛　金
死　亡

（後遺障害）
入　院
（日額）

通　院
（日額）

傷害保険（補償金額）

（1人年
対象となる団体

・子どものグループ
（中学生以下）
・文 化 活 動 団 体
（高校生以上）

65歳以上

1,600円

600円

成人のスポーツ団体
（高校生以上）

4,000円

1,800円 1,000円

平成22. 5.  　14

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
加
入
を

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

軽
自
動
車
税
の
減
免

固
定
資
産
税
（
土
地
・
家
屋
）

価
格
等
帳
簿
の
縦
覧

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を

作
り
ま
せ
ん
か

島原市

0000年00月00日まで有効
昭和＊＊年＊＊月＊＊日 性別 女
島原　花子
島原市上の町５３７
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